
小牧市予算決算会計規則及び小牧市契約規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

 

  令和８年１月２３日  

 

 

                小牧市長  山  下  史守朗       

 

 

小牧市規則第１号  



小牧市予算決算会計規則及び小牧市契約規則の一部を改正す

る規則  

 

（小牧市予算決算会計規則の一部改正）  

第１条  小牧市予算決算会計規則（昭和３９年小牧市規則第２０号）の一

部を次のように改正する。  

第１条中「第１７３条の６」を「第１７３条の７」に改める。  

第３１条第２号中「３０万円」を「８０万円」に改める。  

 （小牧市契約規則の一部改正）  

第２条  小牧市契約規則（昭和５５年小牧市規則第１１号）の一部を次の

ように改正する。  

第１条中「第１７３条の６」を「第１７３条の７」に改める。  

第２９条第１項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項に次のただ

し書を加える。  

ただし、一定期間継続して行う単価による契約及び小牧市長期継続

契約を締結することができる契約を定める条例（平成１７年小牧市条

例第３号）の規定に基づく契約は、この限りでない。  

 第２９条第１項第１号中「３０万円」を「８０万円」に改め、同条第

２項を次のように改める。  

２  前項本文の規定により契約書の作成を省略する場合は、発注書を作

成し、及び請書又はこれに類する契約に関する必要事項を記載した書

類（以下「請書等」という。）を徴取しなければならない。ただし、

契約金額が３０万円を超えない場合にあつては請書等の徴取を、市長

が特に必要がないと認めた場合にあつては発注書の作成及び請書等の

徴取を省略することができる。  

 第４９条第３項第１号中「３０万円」を「８０万円」に改める。  

   附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中小牧市

予算決算会計規則第１条の改正規定及び第２条中小牧市契約規則第１条の

改正規定は、令和８年９月２４日から施行する。  


